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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検者に照射するＸ線を発生するＸ線管と、
　前記Ｘ線管に対向する位置に配置され前記被検体を透過したＸ線を検出し電気信号に変
換するＸ線検出手段と、前記電気信号に基づいた画像を表示するモニタとを備えた血管造
影Ｘ線検査装置において、
　前記Ｘ線検出手段で検出した信号を積分する積分手段と、
　前記積分手段の出力が所定の値になるまでの時間を計測するＸ線照射時間計測手段と、
　前記Ｘ線のパルス幅を可変でき、前記積分手段の出力が前記所定の値になった時点でＸ
線照射を遮断するＸ線制御手段と、
　前記Ｘ線照射時間計測手段によるＸ線照射時間の計測が造影剤注入前のマスク像の画像
データと造影剤注入後のコントラスト像の画像データの各撮影フレームについて行なわれ
、該Ｘ線照射時間を記憶するメモリと、
　前記メモリに記憶した前記各撮影フレームの前記Ｘ線照射時間に基づいて、前記マスク
像と同一のＸ線照射時間で撮影された画像濃度を持つように、各前記コントラスト像の画
像データを階調変換し、階調変換された前記コントラスト像の画像データから前記マスク
像の画像データを減算する画像処理手段と、を備えたことを特徴とする血管造影Ｘ線検査
装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
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【発明の属する技術分野】
本発明は血管造影Ｘ線検査装置に関し、特にDSA（Digital Subtraction Angiography）撮
影を用いてアーチファクトのない高画質の静脈及び動脈の血管画像を得るに好適な血管造
影Ｘ線検査装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
循環器系疾患のＸ線検査及びIVR（Interventional Radiology）では、関心対象物である
静脈または動脈の血管像を抽出するため、DSA撮影が多用される。
DSA撮影とは、造影剤注入前の撮影画像（マスク像）と注入後の撮影画像（コントラスト
像）との減算処理（サブトラクション処理）により、造影剤が満たされた静脈または動脈
血管を抽出したサブトラクション像を得る手法である。このDSA撮影は、造影剤のＸ線吸
収率が高く、マスク像とコントラスト像とで造影剤で満たされた領域に濃度差が生じるこ
とを利用している。
【０００３】
このDSA撮影において、撮影画像の各フレームの関心領域が所望の濃度の画像となるよう
にするためにＸ線自動露出制御を行うと、サブトラクション処理を行う際、マスク像と各
コントラスト像とで造影剤注入による濃度差以外に、Ｘ線照射時間の相違による濃度差が
生じ、サブトラクション像においてアーチファクトが生じ、血管の抽出が行えない場合が
生じることがある。
そのため、従来のDSA撮影ではＸ線自動露出制御は行わないで、マスク像撮影に最適なＸ
線照射時間により、マスク像及び各コントラスト像の撮影を行っている。
【０００４】
なお、Ｘ線自動露出制御とは、フィルムなどのＸ線画像受像器に入射するＸ線の線量率ま
たは線量を測定し、撮影条件のうちＸ線照射時間の制御を行い、関心領域を所望の濃度と
するものである。（コロナ社：放射線機器工学（Ｉ）、第１編の８の自動露出機構に記載
）
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
このように、従来のDSA撮影ではＸ線自動露出制御は行わないで、マスク像とコトラスト
像のＸ線照射時間は同一としていた。
しかし、Ｘ線照射時間が同一であるため、造影剤が注入された各コントラスト像では、造
影剤によるＸ線減衰により線量不足となり、関心領域が所望の濃度とならず、コントラス
ト像のみで得られる診断情報が減少することがあった。
【０００６】
そこで、本発明の目的は、撮影画像の各フレームの関心領域が所望の濃度である画像とな
るようするためにＸ線自動露出制御によりＸ線照射時間の制御行い、マスク像と各コント
ラスト像とのＸ線照射時間相違による画像濃度差に起因したアーチファクトを除去して、
血管識別に有効なサブトラクション像が得られる血管造影Ｘ線検査装置を提供することに
ある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　上記目的は、被検者に照射するＸ線を発生するＸ線管と、
　前記Ｘ線管に対向する位置に配置され前記被検体を透過したＸ線を検出し電気信号に変
換するＸ線検出手段と、前記電気信号に基づいた画像を表示するモニタとを備えた血管造
影Ｘ線検査装置において、前記Ｘ線検出手段で検出した信号を積分する積分手段と、前記
積分手段の出力が所定の値になるまでの時間を計測するＸ線照射時間計測手段と、 前記
Ｘ線のパルス幅を可変でき、前記積分手段の出力が前記所定の値になった時点でＸ線照射
を遮断するＸ線制御手段と、前記Ｘ線照射時間計測手段によるＸ線照射時間の計測が造影
剤注入前のマスク像の画像データと造影剤注入後のコントラスト像の画像データの各撮影
フレームについて行なわれ、該Ｘ線照射時間を記憶するメモリと、前記メモリに記憶した
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前記各撮影フレームの前記Ｘ線照射時間に基づいて、前記マスク像と同一のＸ線照射時間
で撮影された画像濃度を持つように、各前記コントラスト像の画像データを階調変換し、
階調変換された前記コントラスト像の画像データから前記マスク像の画像データを減算す
る画像処理手段と、を備えたことを特徴とする血管造影Ｘ線検査装置によって達成される
。
【０００８】
上記構成によれば、前記Ｘ線制御手段に前記Ｘ線管から発生するＸ線のパルス幅が可変可
能なパルスＸ線制御手段と、前記Ｘ線検出手段で検出した信号を積分する積分手段と、こ
の積分手段の出力が所定の値になるまでの時間を計測するＸ線照射時間計測手段とを備え
てＸ線自動露出制御を構成し、これにより各撮影フレームのＸ線照射時間の測定を行い、
これを第二の記憶手段に記憶する。この第二の記憶手段に記憶した各撮影フレームのＸ線
照射時間に対応したコントラスト像の階調変換をコントラスト像データ変換手段で行って
マスク像と各コントラスト像とのＸ線照射時間相違による画像濃度差を補正して照射時間
相違による画像濃度差に起因したアーチファクトを抑制し、造影剤注入による濃度差のみ
を抽出して血管識別が可能なサブトラクション像を得ることができるものである。
【０００９】
【発明の実施の形態】
以下、図１、図2、図3乃至図4を用いて本発明の実施例を詳細に説明する。
図1は本発明による血管造影Ｘ線検査装置の全体構成図で、検査目的に応じてＸ線を発生
し、このＸ線を被検者2に照射するＸ線管装置１と、Ｘ線管装置1に対向し配置された被検
者2を透過したＸ線を光に変換し、増幅するイメージインテンシファイア（以下、I.I.）3
と、このI.I.3にて検出した光学像をビデオ信号に変換するテレビカメラ（以下、TVカメ
ラ）4と、前記I.I.3にて検出した光をＸ線自動露出制御で使用する電流Idに変換する光電
子増倍管5と、前記I.I.3の出力を前記TVカメラ4と前記光電子増倍管5へ分配する映像分配
装置（以下、ディストリビュータ）6と、前記被検者2を載置し、前記I.I.3と被検者の関
心領域が対向すべく移動可能な機構を持つ検診台（以下、カテテーブル）7と、前記Ｘ線
管装置1にＸ線を照射するための高電圧を与えるＸ線高電圧装置7と、前記光電子増倍管5
の出力である電流Idを用いＸ線照射時間の制御を行うＸ線自動露出制御回路8と、前記TV
カメラ4の出力であるビデオ信号に対し、各種の画像処理を施して画像を形成する画像処
理部9と、この画像処理部9で形成した画像等を表示するモニター10により構成される。こ
の構成では、上記I.I.3とTVカメラ4はＸ線検出器として機能し、本発明はこれに限定する
ものではなく、TVカメラのかわりにCCDカメラを用いることも、あるいは近年普及しつつ
あるシンチレータと光検出器から成るフラットパネルセンサを用いることも可能である。
【００１０】
なお、26は上記構成の血管造影Ｘ線検査装置に各種の操作指令を与える操作器である。本
発明のＸ線自動露出制御を用いたDSA撮影では、マスク像及び各コントラスト像ともにＸ
線自動露出制御回路8によりＸ線照射時間が制御され、所望の濃度である画像を得る。操
作器26からの撮影指示は、Ｘ線自動露出制御回路8のCPU27及び後述するパルス幅制御器14
を介し、Ｘ線照射指令としてＸ線高電圧装置7に入力される。この指示を受けてＸ線高電
圧装置7はＸ線管装置1に対し高電圧を印加し、Ｘ線を発生させる。
【００１１】
なお、本DSA撮影においては、管電圧、管電流、パルス幅の3つのＸ線条件のうち、管電圧
、管電流については定数として一定値とし、これはＸ線照射前に設定しておき、パルス幅
のみを制御するものとする。
【００１２】
被検者2を透過したＸ線は、I.I.3によりＸ線強度に比例した光学像へ変換される。光学像
の一部はディストリビュータ6により分配され、光電子増倍管5に入射され、電流Idに変換
される。Ｘ線自動露出制御回路8では、電流Idを積分回路11で積分し、この積分値を電流
／電圧変換するとともに増幅し、電圧Vdとして出力する。
上記積分値は被検者を透過したＸ線量の総和に比例し、画像濃度に対応するので、積分値
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が任意の基準値と等しくなるようにＸ線照射時間を制御することにより、画像濃度を所望
のものとすることが可能となる。
【００１３】
そこで、本実施例では、比較器12で前記積分値が基準値13と等しくなることを検出し、こ
の検出信号をパルス幅制御器14に伝達してＸ線照射の遮断を行い、画像濃度を所望のもの
とする。なお、基準値13は操作器26より任意に設定され、CPU27により決定される値であ
る。
さらに、パルス幅制御器14は、マスク像及び各コントラスト像の各々についてのＸ線照射
時間の測定を行い、画像処理部9へ入力し、これを画像処理部9のメモリ23に記憶する。
【００１４】
図2に上記パルス幅制御器14でマスク像及びコントラスト像撮影時のＸ線照射時間を測定
する原理を示す。
図2において、Ｘ線照射指令とは、パルス幅制御器14からＸ線高電圧装置7に対してＸ線照
射を命令する信号であり、この信号の“High”の期間がＸ線照射中を示す。
【００１５】
積分値とは、上記積分回路11の出力であり、これは被検者を透過したＸ線量の総和に比例
し、画像濃度に対応したアナログ信号値である。Ｘ線照射指令の立ち上がりの信号により
、Ｘ線照射は開始され、積分値は時間の経過とともに増加していく。そして、この積分値
は比較回路12で基準値13の値と比較され、これらが一致した時点で、Ｘ線照射指令はネゲ
ートされ、Ｘ線照射は遮断される。パルス幅制御器14では、このＸ線照射指令がアサート
された時間の計測を行い、その結果を各撮影フレームのＸ線照射時間として画像処理部9
へ伝送し、該Ｘ線照射時間をメモリ23に記憶する。
【００１６】
画像処理部9では、前記メモリ23に記憶したＸ線照射時間を用いて、マスク像と各コント
ラスト像とのＸ線照射時間の相違による画像濃度差を補正して該画像濃度差に起因して発
生するアーチファクトを低減し、造影剤注入による濃度差のみを抽出し、血管識別が可能
なサブトラクション像を得るようにする。次に、この動作について説明する。
【００１７】
最初に画像処理部9では、ディストリビュータ6により分配され、TVカメラ4によりビデオ
信号に変換された光学像を、アナログ／デジタル変換器ADC16によりディジタル信号に変
換し、このデジタルデータを対数変換テーブル17により対数変換する。なお、この対数変
換は、サブトラクション像における血管像を、血管周辺の被検者の体厚や減弱係数に依存
しない差分像として抽出するために行うものである。
【００１８】
対数変換されたデータは、サブトラクション処理回路18でサブトラクション処理される。
図3にサブトラクション処理回路18における処理手順を示す。この図3と図1とを用いて本
発明のサブトラクション処理について説明する。
【００１９】
先ず、処理手順Ａでは、各撮影フレームＬ1～Ｌ9のデータを対数変換テーブル17により対
数変換し、これらのデータを図1に示すフレームメモリＦＭ19に格納する。
【００２０】
次に、処理手順Bでは、マスク像及びコントラスト像の各画像データをルックアップテー
ブルを用いてコントラスト像となる2枚目以降の撮影フレームの画像データについて階調
変換処理を行う。
【００２１】
マスク像となる撮影フレーム１枚目の画像データ（フレームメモリFM19に格納されている
データＬ1）に対しては、図1に示すルックアップテーブルLUT20による階調変換は行わず
、そのまま図1のフレームメモリFM21に格納する。一方、コントラスト像となる撮影フレ
ーム2枚目以降の画像データ（フレームメモリFM19に格納されているデータＬ2～Ｌ9）に
対しては、LUT20により階調変換を行い、これらのデータを図1のフレームメモリＦＭ22に
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【００２２】
ルックアップテーブルLUTとは、入力画像濃度に対し階調変換を行ない、出力画像濃度を
決定するテーブルであり、例えば図4（a）のようなものがある。図4（a）は、入力画像濃
度をＸ、出力画像濃度をＹとすれば、以下の（1）式に従い出力画像濃度が決定されるル
ックアップテーブルであり、入力画像濃度と出力画像濃度は常に等しくなるように階調変
換を行うものである。
Ｙ＝Ｘ・・・・（1）
Ｘ線照射時間と画像濃度には線形の関係があり、例えばＸ線照射時間が2倍になれば、画
像濃度は2倍となる。
【００２３】
マスク像のＸ線照射時間をＴm、各コントラスト像のＸ線照射時間をＴLXとした場合、図4
（b）及び（2）式に表されるルックアップテーブルで各コントラスト像を階調変換するこ
とにより、各コントラスト像はマスク像と同一のＸ線照射時間で撮影された画像濃度を持
つものとなる。
Ｙ＝ａＸ・・・・（2）
ただし、ａ＝Ｔm／ＴLX　（LX＝1,2,3,・・・・）
【００２４】
そして、 処理手順Ｃでは、処理手順Ｂで階調変換されフレームメモリ22に格納した各コ
ントラスト画像データからフレームメモリFM21に格納してあるマスク画像データを演算器
24で減算する。これによって、照射時間の相違による画像濃度差を抑制し、血管像のみを
抽出したサブトラクション像を得る。
【００２５】
なお、マスク像のＸ線照射時間Ｔm、各コントラスト像のＸ線照射時間ＴLXはＸ線自動露
出制御回路8において計測され、メモリ23に格納されたものである。このようにして求め
たサブトラクション画像は、デジタル／アナログ変換器DAC25によりビデオ信号に変換さ
れ、モニター10に表示される。
【００２６】
【発明の効果】
以上、本発明によれば、DSA撮影に自動露出制御を用いても、マスク像とコトラスト像撮
影のＸ線照射時間相違による画像濃度差に起因して生じるアーチファクトが低減され、血
管識別に有効なサブトラクション画像を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明による血管造影Ｘ線検査装置の全体構成図。
【図２】本発明のマスク像及びコントラスト像撮影時のＸ線照射時間測定の原理説明図。
【図３】本発明のサブトラクションの処理手順の説明図。
【図４】本発明のサブトラクション処理に用いるルックアップテーブルの説明図。
【符号の説明】
１　Ｘ線管装置、２　被検者、３　イメージインテンシファイア（I.I.） ４　TVカメラ
、５　光電子増倍管、６　ディストリビュータ、７　検診台（カテテーブル）、８　Ｘ線
自動露出制御回路、９　画像処理部、１０　モニター、１１積分回路、１２　比較検出器
、１３　基準値、１４　パルス幅制御器、１５　CPU、１６　アナログ／デジタル変換器A
DC、１７　対数変換テーブル、１８　サブトラクション処理回路、１９　フレームメモリ
FM、２０　ルックアップテーブルLUT、２１，２２　フレームメモリＦＭ、２３　メモリ
　２４　演算器、２５デシタル／アナログ変換器DAC、２６　操作器、２７　CPU、Ｔ1，
Ｔ2，Ｔ3　Ｘ線照射時間、Ｌ1　マスク像データ、Ｌ2～Ｌ9　コントラスト像データ、Ｓ1
～Ｓ8　サブトラクション像データ
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